
押印の在り方の見直しについて 

 

平成 9年 7月 1 日 

自由民主党行政改革推進本部 

（公共料金等検討委員会） 

 

 当本部は、1月 30 日に決定した「申請負担軽減対策」の重点的実践事項として、先に許

認可有効期間の倍化・延長につき、政府に申し入れたところであるが、このたびその第 2

弾として、押印の在り方の見直しを推進すべく、別紙の「押印見直しガイドライン」を決

定し、政府に申し入れることとした。 

 政府においては、申請・届出等の行政手続に伴う国民の負担軽減をより一層進めるため、

これを速やかに実行に移し、実りある成果を挙げるべく最大限の努力をしていただきたい。 

 

 なお、この際、以下の点も政府に求めることとしたい。 

1 ガイドラインに沿った見直しについて、政府における取りまとめが終了する前に、特に

国民生活にかかわりが深く、かつ、件数も多いものを中心に、作業状況を各省庁から報告

してもらうこと。 

2 押印の在り方の見直しに当たっては、これを契機に、押印を要している書類の記載事項

の簡素化、添付書類の削減、処理期間の短縮など申請負担軽減対策全般にわたり配意する

ことはもとより、規制緩和推進の観点から申請・届出自体の必要性を改めて問い直しても

らうこと。 

3 申請負担軽減対策全般にわたって、当本部として、いずれその実施状況のフォローアッ

プを行うので協力してもらうこと。 

 

 

 



押印見直しガイドライン 

 

平成 9年 7月 1 日 

自由民主党行政改革推進本部 

（公共料金等検討委員会） 

 

 申請・届出に伴う行政手続を簡素化し国民負担を軽減するとともに、地方公共団体にお

ける押印見直しの取り組みを支援するため、「申請負担軽減対策」（平成9年2月10日自由

民主党行政改革推進本部決定）に基づき、下記のとおり押印見直しガイドラインを定め、

これに沿って各省庁が国民（法人を含む。以下同じ。）に求めている押印の在り方を見直し、

廃止を含めた合理化を行う。 

 その際、押印の廃止が、申請・届出の電子化・ペーパーレス化に資する点にも留意する

ものとする。 

 

 

記 

 

1 見直しの対象 

 各省庁が法令又は通達等により、国民に求めている認印（個人における登録された実印

又は法人における登録された代表者印以外のものをいう。以下同じ。）の押印について、下

記「2 見直しの方針」に基づき見直しを実施する。 

 

2 見直しの方針 

 記名（自署が義務づけられていない。）に押印を求めている場合と、署名（自署が義務づ

けられている。）に押印を求めている場合とに分けて見直しを進める。 

（1） 記名に押印を求めている場合 

ア 押印を求める必要性や実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないものは

廃止し、記名のみでよいこととする。 

（注）次のような文書は、上記に該当すると思われる。 

①閲覧・縦覧の申請書、施設の利用申込書等で、対象が不特定の者であり、

押印を求めてまで本人を確認する必要のないもの 

②履歴書、住所変更届、廃棄届等で、単に事実・状況を把握することのみを

目的としているもの 

③各種の国の学校における学生・生徒の場合のように、国と継続的な関係に

ある者からの届出・報告等で、当該本人からのものかどうかについて紛れ

のないもの 



④受験願書、更新申請等で、当該本人であることの確認が、一連の手続の過

程で運転免許証、パスポートを始めとする公的証明書の提示等他の手段に

より可能なもの 

イ アにより記名のみでよいこととされる文書以外の文書についても、できるだけ記

名押印又は署名のいずれかでよい選択制とし、押印の義務付けを廃止することとす

る。 

 

（2） 署名に押印を求めている場合 

原則として押印を廃止し、署名のみでよいこととする。 

 

3 見直しの手順 

（1） 各省庁は、このガイドラインに沿って本年 8月末までに見直しを行い、見直し終了

後 1年以内に具体的措置をとる。 

（2） 総務庁は、各省庁の見直し結果を取りまとめ、公表する。 

（3） 総務庁は、各省庁の見直しの参考に資するため、国の法令又は通達等に基づき、地

方公共団体が国民に対し求めている認印の押印につき、地方公共団体における見直

しについての意向その他の参考資料を可能な限り各省庁に提供する。 

 

4 特殊法人が国民に対し求めている押印の見直し 

 各省庁は、所管する特殊法人に対し、当該法人が国民に対し求めている認印の押印につ

いても、このガイドラインの趣旨に沿って、本年 8月末までに見直すよう指導する。総務

庁は、その見直し結果をとりまとめ、公表する。 

 

5 国が地方公共団体に対し求めている押印の見直し 

 各省庁は、地方公共団体自体に対し求めている押印についても、地方公共団体の負担を

軽減する観点から、本年 8月末までに見直しを行う。総務庁は、その見直し結果を取りま

とめ、公表する。 

 

6 窓口への周知徹底 

 各省庁は、見直しの結果、現行どおり押印を求める必要性があるものについては、その

必要性を窓口の職員にまで周知徹底する。 


